
令和 8 年 5 月 30 日（土）南海波切ホール（小ホール）におきまして、 

「令和 8・9 年度 岸和田市廃棄物減量等推進員」の委嘱式を挙行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日は、公私にわたってご多忙に関わ

らず、ご出席頂きまして、ありがとう

ございます。委嘱式では、まず岸副市

長より、今年度の推進員 330 名を代

表しまして、野田町 烏野様へ委嘱状

が交付されました。次に副市長の開会

の挨拶におきまして、岸和田市廃棄物

減量等推進員の役割や、循環型社会の

重要性について語られました。 

式当日の講演では、前回の式でも公演

をいただきました、環境カウンセラー

の前田 稔氏による「推進員はみんな

のヒーロー！」というテーマに明日を

担う子供たちのために持続可能な都

市、岸和田市を目指すには推進員の活

躍の必要性を話されました。また、食

ロスの削減のための企業の取り組み

や最近多発しているリチウムイオン

電池の発火のことなど、多岐にわたり

講演をしてくださいました。 
 

 

 

＝きしわだ＝ 
「推進員だより」では岸和田市廃棄物減量等推進員の活動や市の施策などを紹介します。 
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を挙行しました。 



推進員の皆様には毎年 3 月頃に「活動報告書」の提出をお願いしております。 

皆様に提出していただきましたアンケートの結果、ご意見・アドバイスなどにつ

いてご報告いたします。

「 」の結果について 

Ｑ１．お名前。   

Ｑ２．町会・自治会名となりますので省略します。 

 

次のページにて、「Q12.その他の廃棄物の減量等に関するご意見・アドバイス」で

お寄せいただいたご意見・ご報告とその対応策を載せています。紙面の都合上一

部ですがご紹介させていただきます。 

 

  

質問事項 はい いいえ 

Ｑ３．地域内のごみの減量と家庭ごみの分別指導をしましたか。 92％ 8％ 

Ｑ４．有価物集団回収の指導及び協力の呼びかけをしましたか。 82％ 18％ 

Ｑ５．「家庭用生ごみ処理機器購入補助制度」利用の呼びかけをしましたか。 72％ 28％ 

Ｑ６．廃食用油回収の指導及び、協力の呼びかけをしましたか。 93％ 7％ 

Ｑ７．Q6.が「はい」の場合、廃食用油回収への立会い回数（通常年 2 回） 

■０回  3％   ■１回～２回   86％   ■その他  4％   ■未回答 7％  

Ｑ８．再生品（トイレットペーパー等）の購入の呼びかけをしましたか。 24％ 76％ 

Ｑ９．埋立てごみ・小さな金属類などの分別指導をしましたか。 99％ 1％ 

Q10．Q9 が「はい」の場合、埋立てごみ・小さな金属類の回収への立会い 

■０回 1.5％   ■１回～３回 20％   ■４回～６回 76％   ■その他 1.5％ 

■未回答 1％    

Q11．ごみの不法投棄防止等の協力をしましたか。 75％ 25％ 



 

  

ご意見ありがとうございます。廃棄物対策課におき

まして、近年の状況を鑑みて、「やさしい日本語」を

はじめ、中国語、韓国語、インドネシア語など、外

国人向け冊子を作成し、配布させていただいており

ます。また、HP にも掲載させていただいておりま

す。ぜひご活用ください。 

充電器（リチウム電池）の回収の説明に困

っている。 

 

現在、大変多くの問い合わせをいただいており

ます。廃棄物対策課（土生町 2 丁目 4-30）に

お持ちいただければ無料で回収させていただき

ます。もし、充電池が膨らんでいたとしてもお

持ちいただいて大丈夫です。 

分別回収のブラごみの回収でプラスチック

製品をプラごみと誤解している人が多いよ

うに感じる。 

ご意見ありがとうございます。あらためて、ご

説明させていただきますが、「プラマーク」が

記載されているものを容器包装プラスチックの

回収日に排出していただき、「プラマーク」が

記載されていないものに関しましては、普通ご

みの回収日、袋に入らないものは粗大ごみとし

て排出してください。に排出してください。ま

た、周知について、現在要望があれば、出前講

座としてご説明に上がらせていただいておりま

す。また、啓発活動にお使いいただけるよう、

パンフレットにも詳しく書かせていただき、

HP にも掲載させていただいています。詳しく

は廃棄物対策課までご相談ください。 

町内にも外国人の住むハイツ等が増加気味

で日本語が十分でない方にもわかるような

パンフレットを作り、配布されたらと思い

ますが・・・。 

令和 6・7 年度廃棄物減量等推進員の皆様、貴重なご意見ありがとうござい

ます。最後になりましたが、何かとお忙しい中、「ごみの減量化・リサイクル

活動を推進する地域のリーダー」として奔走していただき、ありがとうござ

いました。また、市と地域とのパイプ役として、大変なご苦労があったと思

います。本当にお疲れ様でした。 

その他、多くのご意見をありがとうござい

ます。市行政に役立たせていただきます。 



 

  

校区 開催日 時間 場所 

中央 

浜 

城内 

7 月 22 日（水） 10 時～11 時 
中央公民館 

（講座室①） 

天神山 

修斉 

東葛城 

7 月 23 日（木） 10 時 30 分～11 時 30 分 
有真香会館 

(東葛地区公民館 講座室①) 

大芝 

春木 

朝陽 

7 月 25 日（土） 10 時～11 時 
春木市民センター 

(3 階 講座室①) 

八木北 

八木 

八木南 

7 月 26 日（日） 10 時～11 時 
八木市民センター 

(八木地区公民館 講座室②) 

常盤 

光明 
7 月 28 日（火） 10 時～11 時 

桜台市民センター 

(常盤地区公民館 3 階 講座室③) 

新条 

城北 

大宮 

7 月 29 日（水） 10 時～11 時 
新条地区公民館 

(講座室①) 

山直北 

城東 

山直南 

山滝 

7 月 30 日（木） 10 時 30 分～11 時 30 分 
山直市民センター 

(山直地区公民館 講座室①) 

太田 

旭 

東光 

8 月 1 日（土） 10 時～11 時 
環境事務所 

(土生町 2 丁目 4-30) 

令和 8 年度地区別研修会の日程について 

令和 8 年度も廃棄物減量等推進員地区別研修会

を下記の通り、市内 8 ヶ所で実施いたします。 

普段の排出されるごみの疑問、また知識を広め

る場として企画させていただいております。推

進の皆様、ぜひご参加ください！ 

※校区に関わらず、ご都合の良い日時・場所にご出席していただいて結構です。 



実施日 実施校区 

令和 8 年 6 月 7 日（日） 中央・浜・城内 

令和 8 年 6 月 14 日（日） 朝陽・東光 

令和 8 年 6 月 21 日（日） 春木・大芝・城北 

令和 8 年 7 月 12 日（日） 八木南（新小松里町を含む） 

令和 8 年７月 19 日（日） 常盤 

令和 8 年 8 月 23 日（日） 修斉・東葛城 

令和 8 年 9 月 6 日（日） 八木 

廃食用油・刃物類の回収のお知らせ 

2 ヶ月に 1 度実施している「埋め立てごみ・小さな金属」と併せて実施しています。 

年２回実施の「廃食用油」及び「刃物類の回収」前期分を上記の日程で予定してお

ります。当日、刃物類の回収に使用していただく『カギ付きの専用箱』を持参いた

します。回収時間終了後はカギを掛けて下さい、当日巡回しております職員が回収

いたします。 

また、回収日の約一ヶ月前に広報誌と一緒に回覧を配布いたしますので、住民の皆

様への周知、ご指導よろしくお願いいたします。 

（一部、実施していない町会（自治会）、既に終了した町会（自治会）もございま

す。） 

※お詫びと訂正※ 

先日、推進員の皆様に年間の廃食用油の回収の日程を送付させて

いただきましたが、 

① 中央・浜・城内 校区 

② 朝陽・東光 校区 

③ 春木・大芝・城北 校区 

の回収の日程が間違えておりました。申し訳ございません。 

正しい日程は下記のほうに記載させていただいております。ご確

認よろしくお願いします。 




